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はじめ に

石造 . 煉瓦 造の パ ラ ッ ツ オ く館l の 立 ち並 ぶ
,

フ ィ レ ン ツ ェ の 都 市景観 は
, 印 象的 なも の で あるo

これら の パ ラ ッ ツ オ は
, 水 平方 向 - と拡 が る とと

もに垂直方向 へ と伸 び て い っ た
,

都 市 の 発展 を目

の当 たり に させ て くれ る
o

中世 フィ レ ン ツ ェ の都 市社 会 の 生活 に お い て
,

地線的 な人的結合 関係 くvi ci n a n z al が 重要 な役 割

を果 た して い た こ と は
, しば しば 指摘 され る こ と

で ある. その よう な地 縁的結 合 の 場 とな っ た の が
,

上述のよう に パ ラ ッ ツ オ が並 ぶ
, 市 内の 各地 域 で

あっ た
o その 住 人 の 多く は

,
独 立 した 家屋 の 所有

者で はなく, 富裕な有力 市民 の 所有す る パ ラ ッ ツ

ォ の
一

部を賃借 する人々 で あ る
o 即 ち

,
こ れらの

パ ラ ッ ツ オ の 部屋 や店舗 の 賃貸 は
,

そ の まま地縁

的なまとま りに 繋 が り得 た の で あ る
.

しか し,
こう した 地縁 的結合 関係 を

,
史料的 に

追う こ と は か な り 困難 で あ る o そ こ で, 本稿 は,

市 内にお ける店舗 の 賃 貸の 在 り 方を検証 し
,
貸借

人の 在り 方を考 察して
, 今後 の 地縁的結合の 研 究

の
一 助 とす る こ と を目的 と して い るo

垂 直方向 へ と伸び る都 市景観 の 展聖は
,
1 3 せ紀

か ら 14 世 紀 を通ほて 形成さ れ た
. 市 内 の 各所 に

は, 都市の有力膚 く旧 来の 都 市貴族や新た に 都市

に 取り込ま れ た封建領主
, 新興 の 商 人達l が

,
そ

れぞれ 同族集団を形 成して 集任 し, そこ に 石 造 の

堅 固 な建物を建 て た
o

これ らは
,

住居 で あ る と 同
.

時に, 派閥抗争の 際 の 防衛 用 の 要塞 で も あっ た か

らで あるo 尤も,
当初,

こ れら の
一 群 の 建造 物 の

周囲に は
, 木材や 荒壁土 で造ら れた建 物 が在 っ た

o

火災 - の 懸念 か ら
,

こ れらが 煉瓦や石 造 - と変え
りI

られ て い く の は, 1 4 世 紀に な っ て か ら で あ るo

都市 政治 の 安 定化 に よ っ て , 1 3 世 紀 の 日 常的な

抗争状 態 が次 第に 解消 され て い くと,
パ ラ ッ ツ オ

の 持 っ て い た 要塞と して の 性格 は 薄れ て い っ た
.

建物 の 1 階部分 は店舗 と き れ, 窓も広く と られ る

ように なるo 商人連 は こうした パ ラ ッ ツ オ の 上層

階 に住 み
,

1 階 の 店舗 く通 風 倉庫な ど も付 属 し

て い るl で 営業 した o しか し なが ら, そ の 商 人が
,

何 軒も の パ ラ ッ ツ オ や塔 を所有して い る場 合,
当

然, 使 用 し ない 部屋や建 物も 出て く る
o

一

方 ,
1 3 世紀 か ら 14 世紀 の 経済発展 は

, 多くJ j

人 口 を こ の 都 市に 集中させ た
o 都市 に 流入 して き
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た こ の 人 口 を収容 した の が
,

上層市民 の 所有して

い た 建物 で あ っ た o 貸借人 と なっ た の は , 毛織物

工業 の 賃 金労働者 くソ ッ トポ ス テ ィ1 か ら諸手工

業 の 親方層に 至る, 様々 な 階層で あ るo 殊 に, 都

市の 中心 部で 骨菓す る為に は
, 富裕 な市民達の 所

有する 店舗 く通常,
工房や 居住部分 を 含むl を借

り る 必要 が あ っ た o 富裕 な商人達 が
,

市内 に 集積

し
,

また 更に 横櫨 的 に購入 し て い っ た パ ラ ッ ツ オ

は
,

こう した 需要に 応え る も の と な っ た o
こう し

て
, 市内 各所 の 建 物 . 店舗 . 部 屋 が

,
新 た に都 市

に 定 着し た 人 々 へ の
,

賃貸 の 対 象と な っ て い っ た

の で ある
1

o

一 般に
, 商 人達 が

, 不動 産購 入 に積極的 で あ っ

た理 由 として は
,

土 地 一 連 物 と い う固定資産の 形

で財 産を維持しよう とす る意図
,

土地 を基 盤 とす

る封建領主 へ の 憧慣
,

そして 実 際に
,

不動 産を所

有する こ と が
, 社会 的評価 の 安定に つ な が っ た こ

とが 考 えられ る
o

しか しま た
,

商 人 の 側 が 上述 の

よう な需要 に 応 じて
,

収 入源 の 1 つ と して 不動産
t 2I

を購 入し た可 能性 も考 えら れようo

I
. デ ル . ぺ -

ネ衷 の 賃貸記録帳簿
I

14 世 紀 の この よう な店舗 .

家屋 の 賃貸 に 関して

は
,

フ ィ レ ン ツ ェ の 富裕 な商家で あ っ た デ ル . ベ

- ネ家 の 記銀 が残 っ て い るo 本稿 は, こ の 賃貸記

録 帳簿Q u a d e m e tt o d ell e p ig i o n i か ら, 1 4 世 紀前

半 の フ ィ レ ン ツ ェ に お け る 店舗 賃貸の在 り 方を考

察するも の で あ るo 同帳簿に 関して ほ, サ ボ -

リ

が 分析 をして お り
,

彼 は そ こ に 見られる賃 貸料の

金額 の 変動 に 基 づ い て, 当時の 経済変動 を考 察 し

て い るo 彼 の こ の 論文 は
,

賃貸 契約 の 形態 や支払

い 手 段な どに も目 を向け た , 興 味深 く
,

重 要 な研

究 で あ る o 本稿 も,
こ の 研 究 に 多く の 情報を参燃

した o イ旦し
,
彼 の 主 た る 関心 が 経済 史的な もの で

ある の に 対し
,

本稿 は
,

社 会史的 な視 点 か ら
,

同
f31

帳簿を見 て い く こ と を意図 して い るo

デ ル . べ - ネ家は
,

既 に 13 世 紀末 に は 有力 な カ

リ マ ラ商人 で あ っ た こ と が , 判 っ て い る o 1 4 世 紀

に な る と
,

カ リ マ ラ組合 A rt e d i C ali m a l a と毛 織

物菓 組 合 A rt e d elt a L a n a の 双 方 に 所 属 し て お
くJIJ

り
, 積極 的 な商工 業 括動 を行 っ て い た o それ と共

に
, 都市内外に 多数 の 不動 産 を所有 して も い た の

で あ る o

市 内に お い て は ,
ボ ン テ

. ペ
ッ キ オ と ボ ン テ .

ポ ン チ

サ ン タ . トリ ニ タ と の 2 つ の 橋 の 間 の ア ル ノJりの

右 岸の 一 帯 が
, デ ル . ベ - ネ家の 本 拠 とな っ て い

た
.

ボ ル ゴ . サ ン テ イ
.

ア ポ ス トリ 通り くボ ル ゴ1

B o r g o S a n ti A p o st oli ,
これ と 平行 した テ ル メ通

り V i a d ell e T e r m e , そし て ボ ル ゴ か ら川 へ 通じ

る デ ル . ベ - ネ小 路 C hi a s s o d e i D el B e n e と ア ル

ト ヴ ィ
- ティ 小 路 C bi as s o d e g li A lt o v iti に

, その

所 有不 動 産が 集積 さ れ て い る こ と が
,
確 認 されるo

こ こ は
,

フ ィ レ ン ツ ェ の ほ ぼ 中心 部 に あ た る o さ

らに , ボ ン テ
. サ ン タ . トリ ニ タを挟 ん で

,
ア ル

ノ川 の 対 岸の 川か らや や南 に 位 置する サ ン ト ー

ス

ビ リ ト広場 Pi a z z a S a n t o S p i rit o に も
, 同家所有

の パ ラ ッ ツ オ 礁p a l a gi o診が 1 軒 在 っ た o 遅く とも

13 世 紀 末に は
,

こ の 建 物は 同家の も の であり
, 賓

t 51

貸もさ れて い たよう で あ る o

本 稿 の 分-析 対象 で あ る賃 貸記録帳簿は
,

デ ル ,

ベ - ネ家 の 3 代に わ た り記録 さ れ た も の で
,

1 3 1 5

年 く賃貸 の 内容と して は 131 4 年1 か ら 136 7 年迄

に 及 ぶo 1 3 1 5 年 か ら 1 32 6 年 迄 は フ ラ ン チ ェ ス コ .

デ ィ
. ベ - ネ . ベ ン チ ベ ン ニ が 書き 手 で あり, 2 6

年に 彼 が死 ん だ後
,

彼 の 息子 で あ るヤ コ ポとア メ

リ ゴ の 兄 弟 が書き 継 い だ o 更 に 13 4 0 年 7 月 か ら

は
,

ア メリ ゴ に代 わ っ て
,

その 息子 ジ ョ ヴ ァ ン ニ

t 61

が ヤ コ ポ と共 に 記録 を つ け て い るo

フ ラ ン チ ェ ス コ は カ リ マ ラ組 合 に 登 録 し て お

り
,

パ ル デ イ 家と結 び付 い た会 社くコ ン パ ニ ー

アI

を結成 して い た o 彼 の 事業は
,

パ ル デイ や ベ ル ツ

ツ イ と い っ た 大商社 に 依 存する もの で あ っ たら し

い
o 毛 織物生産に 本 格 的に 進 出す る の は

,
次代以

降,
殊 に, ヤ コ ポ の 息 子 フ ラ ン チ ェ ス コ の 時代 で

あ るo

ヤ コ ポに つ い て も, そ の 個 人的 来歴 . 活動 に つ

い て
,

多く は 明 らか で は ない
o 清 水庸 一 郎氏 の 研

究 に よ る と
,

彼 は
,

商 菓活動 よ りは コ ム - ネ く都

市政 府う の 役 職 に 就く こ とに
,

積 極 的で あ っ た ら

し い
o デ ル . ベ - ネ家 の 不動 産経 営 に

,
ヤ コ ポ が

関与し て い た く家賃収 入 を甥 ジ ョ ヴ ァ ン ニ と 折半

する な どl こ と は確 か で ある が, 実際 の 書き手と

して 彼 が 現 れ る部 分 は, 多く は な い
o 彼 が政 治の

役職 に在 っ て
,

しば しば フ ィ レ ン ツ ェ を離 れて い
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1 4 世 紀の フ ィ レ ン ツ ユ にお け る店舗 の 賃貸

たこと が
,

影 響して い る の で あ ろうo
主た る書き

手は,
ア メ リ ゴ と その 子 ジ ョ ヴ ァ ン ニ で ある が ,

m

彼らに つ い て
,

詳 しい こ とは 判 ら ない
o

帳簿の 革製の 表紙 に は , イ ン ク で次 の ように 記

されて い るo

こ の 帳簿に は , サ ン ト . ス ビ リ トの 我々 の

店子 の こ と
,

及 び その 他の 我々 の 事業 が記 き

れるo
これ は

,
3 1 4 年 く現 行暦 で 13 1 5 科 1

く81

月1 日 に 書き始 め られ た
o

この 文 言か ら推 測さ れるように ,
こ の 帳簿は 主に

,

デル . ベ - ネ家の サ ン ト . ス ビ リ ト広場に所 有し

て い た 建物の 貸借 人 に 関 す る 記録 で あるo サ ン

ト
.

ス ビリ トの パ ラ ッ ツ オ は, デ ル . ペ - ネ の 本

拠から はやや 離れて い るう え,
こ こ の 貸借 人 の 入

れ代わり は 頻繁で あ っ た か ら, 賃貸 記銀 の 管理 の

最も必要な物件 と認識 され て い た の で は ない か と

思われる .

一

方 ,
こ の サ ン ト ス ビ リト広場 の パ

ラッ ツ オ 以 外の 物件 の 賃 貸 が 記録 さ れ始 め る の

は
,

1 3 1 7 年 で ある.
こ れら は, デ ル . ベ - ネ の所

有と なっ た 時期 の 不明 な 一 部 の 物件 を除 けば, 同

帳簿の 記録 の 開始後 に購 入さ れ た もの で あ っ た
o

従っ て, 帳簿が 設定さ れた 当初 に
, 他の物件が ど

く9 1

の 程度ま で 想定され て い た の か は
, 不 明 で あ る.

さて
, 賃貸の 対象として 帳 簿に 記さ れ て い る物

件は
, 店舗 .

家屋 を合 わせ て ,
ア ル ノ川両岸 で 15

と数えられる く表 1 及 び表 2 を参 照l o

まず,
サ ン ト . ス ビリ ト広場 の パ ラ ッ ツ オ は

,

建物全体が専 ら賃 貸 に供 せ られて お り
,

当初 は 店

舗くポ ッ テ
-

ガ b ot t eg al が 2 つ
, 中二階 の ような

もの か と も考 えられ る二 階部屋くパ ル コ p a l c oI と

屋根裏部 屋 け ツ
バ ル コ s o p p a l c oI の 付 属 し た店

価
,

そして 広 い 二階 部屋 の 付 い た 店舗 が在 っ た o

1 3 3 0 年代に 最後 の 物件が 2 つ の 店舗 と 1 つ の 大

二 階部屋 とに 改造 され, サ ン ト . ス ビ リ ト の 賃 貸
ボ

.

ソテ ー ガ パ ル コ ソ ツ バ ル コ

物件は 店 舗 が 5 つ
,

二階 部屋 が 2 つ
,
屋根 裏部屋

tltJI

が 1 つ と な るo 即 ち,

r 角 の 店舗 b o tt e g a d el

C a n t o J く表 卜 A l ,

r角 の 第二 店 舗 b o tt e g a s e c o n -

d a d e l C a n t o J く表 卜 Bl ,

r パ ラ ッ ツ オ の 入 口に

あ る 長 い 店舗 o
二 階 部屋 及 び 屋 根 裏 部 屋 付 き

b o tt eg a l u n g o 1
,

e n t r a t a d el p a l a g i o c o n p a l c o e

s o p p al c o J く表 ト C l ,

r 階 段 の 処 の 店舗 b o tt e g a

d ell a s c al a J ,

r 新店舗 b ot t eg a n u o v a J ,

r 大二 階

部 屋 p al c o g r a n d eJ く以上, 表 1
-

D l と い う名称

で それ ぞれ が呼 ば れ て お り,

r
長い 店軌 の 二 階部

く川

屋 と屋根裏部屋 とは , 単独 で も賃 貸き れて い る o

一 九 ア ル ノ川 の 右 岸の 物件 とし て は, 以 下 の

も の が 挙げられるo 医師の セ ル . ア ン ドレ ア か ら

購入し た建物 の 複数の 二階部屋及 び倉庫付 きの 店

店舗 く表 2
-

El , テ ル メ通 りか ら 入 っ た小路 に 在

る店舗 く表 2
-

Fl , ト ラ ッ キ
ー

ノ
ー デイ

. リ ッ ポ .

デ ル . トラ ッ カ か ら,
1 3 2 6 年 に貸付 の 対価と して

得た 店舗 で, 彼の 所有す る テ ル メ 通り の建 物の 1

階 に 在 る もの く表 2
- G l ,

ポ ル ゴに 在 る家屋 く表

2
-

H I ,
パ ル ド . ア ル トヴイ

- ティ の 相続 人遠か

ら 134 3 年 に 購入 した 家屋く表 2
-

り ,
そして グリ

エ ル モ .

アJ
.

レトヴ イ
- ティ か ら得た テ ル メ通 り の

牌

家屋く表 2 - J l で あ る
o

こ れらア ル ノ 右岸の 建 物

は, デ ル . ベ - ネの 本拠 に 当 た る地域 に 在 っ た
o

賃貸 記藤 に は 明言され て い ない が, か か る物件の

うち, 店舗 の み が賃貸 されて い る建 物くトラ ッ キ

ー ノ 所有の それを除くJ の 他の 部分は , 所 有者で

あるデ ル
.

. ベ - ネ家が 利用 して い た の で は な い か

と思われ る
o

2
.

契 約 ,

賃貸 契約 は
,

各賞借 入が 所有者と 直接交 わし て

い るo 多く の場合, 1 人 の 貸借人は 1 物件を借 り

る が
,

とき に ほ複数 の 物 件を借 り る場合 もあ る o

コ ン パ ニ
ー

ア

殊 に , 個 人 で は なく, 会 社として建 物の 全店舗 を
佃

借 りて い る事例 が
,
数例見られ る

o

さて
, 我々 の 検 討して い るデ ル

. ベ - ネ家の 物

件 に 関 して は
,

賃貸契約 の 多く は
,

公 証 人文 書の

作成, 或 い は公 証人 の 帳 簿 - の 登 記と い う 形を取

ら ない
D 確か に , 契約 開始時 の 賃貸記録 の 中 で

,

そ の 契約 の 内容 . 条件 に 言及 し
,
参照す べ き帳簿

など を挙げ る こ と もあ る
o

しか し
,

契約 - の 公証

人の 関与 が 示さ れ
,

そ の 公 証人 の 名の 提 示さ れ て
KEち

い る 事例 は ,
ごく 僅か で あ るo 覚書 川 コ ル ダ ン

ッ ェ j を含 め ,
こ の よう な記録 に お い て は

,

一

般

に
,

契約 内容や そU l履行状況 の 確 認 の 必 要 が生 じ

た場 合 に備 える措 置が
,

取 ら れ るD 即 ち,
その 内

客
. 履行 状況 を記 した 帳簿が あれ ば, そ の 所 在 が

記さ れ るo また
,

公証 人に 契約文書を作成き ゼ ,

,

1
り5J

なら, そ の 公 証 人の 名前が 記録 さ れ るo 従 っ て
,
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デ ル
. ベ - ネ の 賃貸記録 帳簿に, 公 証 人 - の 言及

が殆 ど見られ な い こ と は
,

逆 に
,

公証 人の 元 で 契

約 を交わし て い な い こ と を意味 して い る と考 えら

れ るの で あ る
o

但 し, 公 証人 を介さ ない
, こ の 契親 方法 が

,
ど

の 程度 まで 一 般 的 で あ っ た の か に つ い て は,
明確

で は な い
. 同じデ ル . ペ - ネ家の 史料 で も,

1 2 9 9

年か ら 130 4 年迄 の サ ン ト ス ビリ ト の パ ラ ッ ツ オ

の賃 貸を記録 し た 史料で は, 公証 人文書の 存在 が

く鳩

明示さ れて い るo ま た
,
1 4 世 紀後半 の

,
や はり フ

ィ レ ン ツ ェ の 有力な商人 で あ っ た
,

ニ ッ コ ロ
. バ

リコ ル グン ツ エ

ル ドヴイ ネ ッ ティ は , 自身の 記した 覚 審の 中に ,

市内の 店舗 の 賃貸 に 関する記録 を残して い るo
こ

の 覚昏で は, 契約文書 を作成 した 公証人 の名 が,

各契約に つ い て 挙げられ て おり, 契約の 際に , 正

式の 証書を作ら な い ま で も,
必ず公 証人 を介した

こ とが窺 えるo 或 る店舗 に 関して は, 賃 貸契約 の

公 証 人 文 蓉の 写 しさ えも, 残さ れ て い る の で あ
脚

る
o

その 代 わり,
パ ル ドヴイ ネ ッ ティ 家に 関して ,

デ ル
. ベ - ネ家の ような独 立 した 賃貸記藤帳簿の

存在 は, 確認 され て い な い
.

L
.
れ ら を考 え合わせ る と, フ ラ ン チ ェ ス コ

. チ

ィ
. ベ - ネ か ら ジ ョ ヴァ ン ニ . ダメ リ ゴ に 至 る 3

代 の デ ル
. ベ - ネ の 場合 に は, し っ か りと した 賃

貸記藤 帳簿が 設定さ れて い る為に, 契約 の 度に 公

証人文 書を作成する こ と が 不要 と意識 され, 実際

に も公 証 人を介した 契約 が 為さ れ なか っ た と 推測

され る
o 商菓帳簿が 発達し, 帳簿に証 拠能力 が認

め られ て い く の に 並 行 して , 公 証 人を介さな い 商

取引 が
一 般化 して い っ た ように, 賃貸記録 帳簿が

設 定さ れた こ と によ っ て, 公 証人文 書に拠 ら な い
,

賃 貸の 管理 が 可能に な っ たの で あ る
o

賓貸管理 に 対する こう した 態度 は, 彼 ら に と っ

て, 店舗 の 賃貸 が
,

商 取 引と 同様の 事業 の
一

環 と

して 認識さ れて い た こ と を示 すも の で も ある
o 前

述 の ニ ッ コ ロ
. パ ル ドヴイ ネ ッ ティ が

, 覚 書の 中

に 賃 貸 の 記藤 を残 して い る こ と と 比 較 して み よ

うo

l 覚番の機能と は
, 家産 の 日銀 として の そ れで あ

るo 商人遵 は そ こ に
,

不 動産の 売買 . 貸借, 家族

の 出生 . 結婚 . 死亡, 使用 人や乳母 へ の 給 与支払

い な ど,

r 家J く所帯I の 運営 状況 を記録 し, 後 日
,

正規 の帳簿や 証 書を参燃 し た り, 支 払 い の完了を

確 認 し た りす る必要 に 備え た
o 商取 引 の 記録 ほ,

こ の よう な覚書に は 記載 さ れな い
. 商取 引に関し

て は
,
別個 に 帳簿が つ けられ て い るか らで もあり

,

ま た
,

決 済 が 済ん で しま っ た 後 は , 記録 の 不要な

も の だ か ら で も あ る.

一

方 , 店舗 .

家屋 の 賃貸は , 所有不動産の 動向

に直接関係する も の で ある上, そ の 賃貸料 の支払

い や 賃 貸条件を巡 る 酪酸 は, 後 々 ま で
, 所 有者と

賃 借 人と の 間 で の 係争 の 原 因に もなり得 る
o

だか

ら こ そ, 契約 を公証 人 を介して 行 い
,

これに 公的

な証 拠能力 を持た せ た の で ある が, それの み で は

充分 で はな い
.

その 賃 貸状 況 を把 握 し
,

必要 に応

じ て 公証人 に 照会 出来 るよう に して おく こ と, そ

して その 記 鐘 を, 常に 参照 出来 る状 態で, 手元に

残 し て おく こ とが
, 所有者に と っ て は 肝要であ っ

た
. 以 上 の よう な事 情か ら

,
ニ ッ コ ロ は

, 賃質の

状 況 を覚書に 記 した と考え られる. 即 ち
,

彼にと

っ て , 店舗 . 家屋 の 賃貸 ほ
, 家産経営 の

一 部とし
0 0

て 認 識さ れて い た こ とに なる o

こ れ に 比 して
,

デ ル . ベ - ネ家の 場合
, 碍舗 .

家屋 の 賃貸は, 帳簿で 管耳 され るも の で あっ た o

万 が
一

に も貸 借 人 と の 係 争事 件の 生 じた 場 合に

は, 公証 人 文書 で は なく,
こ の 帳簿その もの が証

拠能力を有する こ とに な っ た は ずで ある o で は何

故, 公 証 人の 手 に なる契約 書を作らせ なか っ たの

か o

恐 らく, そ の 理 由 の
一

つ に は
,

主 た る賃貸物件

で あるサ ン ト . ス ビ リト広場の パ ラ ッ ツ オ が , チ

ル . ベ - ネ家の 居住用 で は なく
,

完全 に賃貸 に充

て られ た も の で ある こ と が挙 げられ ようo 地理 的

に も
,

デ ル ー ベ - ネの 本拠 と はや や 離 れた 場所に

在 っ た こ の 建物は
, 家賃収 入 を生 み 出 すも の と し

て の み
,

認 識さ れ て い た の で あ る
o

ま た
,

短期間

のう ち に く短 い も の で は , 半年の 例 が 見ら れ るl

賃 借 人 が 入 れ代 わ っ て しまう こ と の 多 い 物件 であ

る こ と も
,

契約 の 度に 公証 人に依 頼す る とい う繁

雑さ を避 け させ る, 誘 因 と な っ た で あ ろうo

こうして 結ば れ る 契約 の期 間は, 通常
,

1 1 月1

日 に 始まる o 表 1 ,
2 に 明らか なよう に

,
圧倒的

に 多く の 貸 借 人 が
,

こ の 日か ら物件を借 りて い る

の で ある.
これ は , デ ル . べ - ネ 家の 賃借人 に限

- 1 6 -



1 4 世 紀の フ ィ レ ン ツ ェ にお け る店舗 の 貸貸

っ たこ と で は なく
,

パ ル ドヴ イ ネ ッ ティ 家の貸 借

人に関して も, 同様の 傾 向 が 見 られ るo
1 1 月 1 日

以外で は
,

5 月 1 日 か ら賃貸 が 開始さ れる例 も少

なくない
.

5 月 1 日 と 11 月 1 日 は , 慣 習的 に 決済

日と きれて い た
o

それ故に ,
こ の 両 日 が 区切り の

良い 日と して
,

入居 日 に選 ば れ る こ と が 多か っ た

の で あろうo

契約期間 は ,
基 本的 に 1 年 間 で あるo

こ の 1 年

間を経 て
,

貸借 人に 当該 物件か ら移 動す る意 志が

無けれ ば
,

その まま契約 が更新き れ た らし い
o

こ

の契約 の 更新に つ い て は
,
帳簿の 記載 に お い て

,

特に 言及され る こ と は 無く
,

賃貸 料の 支払 い の 記

録が 記され る の み で あ るb 但 し, 賃借 が続行 さ れ

る場合で も, 賃 貸料 の 値上 げ な ど
,

契約 内容 に変

更の あ る とき に は
,

r
再 賃 貸 r all o g a gi o n eJ と し

て
, 改め て契約 が為 さ れ

, 帳簿に 記録さ れるo 契

約内容が こ の ように 変更 され る の は , 常 に 契約 更

新の際.で , 契約期 間 の 途中で は, 変更 は行 われな

い
o 即 ち, 賃貸人側も, こ の 契約 に 拘 束され て お

り,
1 年 間 の 契約 期 間中は, 条件を変更する こ と

は出来な い の で ある
o

こうした 原則 は, 現在 の 不
n9

動産賃貸と全く 変わら ない
o

現在の 賃貸契約 と 異 なる の は, 賃貸料 の支 払 い

方法で あるo 賃 貸料 は
, 概 し て

,
当該契約期 間が

始ま っ てか ら半年 後に
,

半 年分 が支 払 われ,
1 年

後に残り半年 分 が 支払 われ るo
つ まり半 年毎の 後

払い で あり,
パ ル ドヴ イ ネ ッ ティ の 場合 も, 同様

aO

の 方法 が採 られ て い る
o

チ ョ
- ネ . ディ

. チ ェ オ は
,

サ ン ト . ス ビ

リ ト広場に 面 した 所 に我々 か ら借り て い る第

一

の 店舗 の
,

そ の 上 に借 りて い る中 二 階に つ

い て
,
去 る 31 9 年 11 月 1 日 か ら 320 年 5 月 1

日ま で の 過 去 6 ヵ 月 の 家賃 と して 以下 を支 払

っ た
. 即 ち

, 現金 で 4 1トン プ レ を前述 の 5 月

11 日 に私 に 手渡 した o こ 叫ま上 記の 期 間 の 上
ロu

記の 中二 階 に 関す るも の で あるo

前述の ように
, 賃借 人 の 移 動 が 11 月 1 日 に 多

く
,

次 い で 5 月 1 日 に 多い こ と に も
,

こ の 半 年払

い の 方式が 影響 し て い る
o 賃借 人は

,
契約期 間 の

途中で 退去す る 場合 で も,
区切 りの 良い 半年 で

,

契約を打 ち切 る こ と が 多い
o 従 っ て , 1 1 月 1 日 に

開始され た 契約 が
, 半年後 の

, 或い は 数年半 後の

4 月 30 日 に 打 ち切 られ, 新た な契約 が 5 月 1 日か

ら始まる頻 度が 高く なる の で ある
o

この 半年払 い

方式は
, 契 約 が い つ か ら 開始き れて も 同様で あるo

例 え ば
,

1 月 2 3 日か ら の 契約 で あれば, こ こ を起
紳

点 に半年 毎 に 賃貸料が支 払わ れて い く.

但 し, 2 箇 月後,
3 箇月後 また 1 年後と い う

釦I

例 も見られ るo 何箇月 毎の 支払 い に する か は, 賃

貸人と賃借 人の 両者 の 合意 によ る と思 われ るo 賃

貸 人 の 側か らすれば
, 短期毎の 支払 い の 方 が

,
質

貸料の 回収 が確実で ある
o

賃 借人 が支払 い 不能に

陥 っ た場合 で も,
欠損 は少 なく て済 むで あ ろう.

1 3 6 5 年 か らサ ン ト
.

ス ビ リト広場の パ ラ ッ ツ オ 全

体を借り た
,

.
教師 マ エ ス ト ロ ー ヴ ュ ン ト ゥ

- ラ の

事例で は
, 貴初 の 1 年間は 1 年後払 い で あ っ た も

の が
,
次 の年 に は 2 箇 月後払 い に変更 され て い るo

金額 が 大き い だけ に
,
支 払 い を小分 けに し た 方 が

,

マ エ ス トロ . ヴ ュ ン ト ゥ
- ラも支払 い 易く,

デ ル .

ベ -

ネ側 も, 着実な賃貸料の受領を期待出来た の

か
o 或い は

,
マ エ ス ト ロ

. ヴ ュ ン ト ゥ
- ラ の 経 営

状態 く彼は こ の パ ラ ッ ツ オ で, 読み 書きを教 え る

恵塾 を開 い て い たう が, 思 わしく なく な っ た可 能
伽

性 もあるo

しか し
,

後 払 い の 原則は 常に 変わらず,
よ り確

実 な賃貸料 の 回収 を目的とす る, 前払い - と変更

され る こ とは ない
o 商品を買 っ て 対価 を支払う の

と同様に
,

一 定の 物件 の
一

定期 間 の 用益権を行使

した く即 ち買 い 取 っ た1 こ とに 対し て
,

対価 二 賃

貸料を支 払う と い う思考 を,
そ の 背景 に 見 る こ と

が 出来る .
こ れは, 耕地 の 小作契約 く小 作契約 の

場 合 は
,

小作料 は 現物 の 折 半 で支払 われ る の で ,

定額 で は ないI と も,
共通 し て い るo 投資 で ほ な

い か ら, 金額 の 多寡 に拘 らず
,

まだ 受益 して い な

い 分 に つ い て
, 予め 対価 を支 払う ー 受け取 る と い

珊

う発 想が , 基本的 に無 い の で あ る.

その 支払 い は , 設定 さ れた 契約期 間の 終 了 後

間もなく行 われ るQ 例 え ば
,

5 月 1 日 か ら 10 月 31

日 の 半年分 の 賃貸 料は
.
1 1 月半 ば迄 に 支払 わ れ る

の が 普通 で あ る.
しか し, 滞納 に 対して

,
過去や

何 らか の 罰則 . 割増金 が
,

貸借 人に 課 き れて い る

様子は な い
o また

,
賃借 人 が 賃貸料 の

一

部 を期 日

に 支払 い
, 残りを数 カ 月後 に 支払うような倒 し毘

C2Q

られ る o
い ずれ にせ よ, 賃 借人 に対 して

,
あまり
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苛酷 な要 求 は為さ れ なか っ た よう で ある
o

しか し なが ら,
ポ ル ゴ に 在 る家屋 を 1 32 7 年 か ら

24 年間に わた っ て 借りて い た
,
バ ン ケ ッ ロ

. デイ
.

メ ッ セ
- ル .

マ ネ ン テ .

.
デ ー ブォ ン デ ル モ ン テイ

に 対す る, デ ル . ベ - ネ側 の 寛容さ は些 か 極 端で

あ るo 1 3 3 0 年代迄 は
,

バ ン ケ ッ
ロ は 期 日を守 っ て

,

賃 貸料を納 め て い たo と こ ろ が 134 0 年代に な る

と
,
1 3 4 1 年 5 月か ら 10 月迄 の 半年分 の 支 払い が

,

漸 く 134 5 年 1 月 に 完了す る な ど, 彼 の 賃貸 料納 入

に は 著 し い 遅滞 が見 ら れ るように なる. それ で も,

帳簿の 記録 に は, 彼に 割増金 を要求 し た り, 退 去
帥

を促 した 様子ほ 窺われ な い
o

賃貸料 の 長期滞納 に 対する, か く も寛容な態 度

の
一 因は

, 件 の パ ン ケ ッ ロ が , ポ ル ゴ ー 帯に勢力

基盤 を持 っ て い た フィ レ ン ツ ェ の 有力家門,
ブ ォ

ン デ ル モ ン テイ 家に 属 して い た こ と に求 め られよ

うo
ブ ォ ン デ ル モ ン テイ と い う経 済的 な後 盾の 確

実な破か ら は
,

賃貸料 の 滞納分 を 回収 し損なう こ

と ほな い
o 実際に

, 彼 の 兄弟が 彼の 為に, 賃貸料
紳

を支払 っ て い る事例もあるo 同時に
,

同 じ地域 に

本拠 を持 つ 有力家門同士 の 協 調と い う観点 も, そ

こ に作用 して い た と思 われる . 不動 産賃貸と い う

経 済的 な関係に, 地 域 の 人 的 な結び 付きが 影響し

て い るの で ある
o

上述 の バ ン ケ ッ ロ . チ . ブ ォ ン デ ル モ ン テイ が

支敬 っ て い た
, 家屋 1 軒分 の 賃貸料 は

,
年に 1 2 金

フ ィ オ リ
ー

ニ で あ っ た
o

こ れ に対し, 1 3 4 3 年 に デ

ル ー ベ - ネ が
,

ア ル ト ヴ イ
- ティ か ら購入 した 家

屋の 賃貸料 は
, 年に 13 - 1 6 リ ッ プ レく当時の 1 金

フ ィ オ リ ー ノ は約 3 リ ッ プ レ に 換算され るの で
,

4
- 5 金フ ィ オ リ ー

ニ 程 度に なるl で ある
. 家屋

1 軒当 た り の 賃 貸 に 関して は
,

そ れぞれ の建 物の

規模 が不明 なの で, 単純 に 賃 貸料の 金額 を比較 す

る こと は出来な い が
, 物 件 に よ っ て か なり の 差異

が 見ら れ る.

一

方 ,
1 店舗 く或 い は 二 階部屋1 単

独 の 賃 貸料 は , や は り物 件に よ っ て 差異 が あるも

の の
, 1 年間に ほ ぼ 10 リ ッ プ レ 前後 で あるo 但 し

,

テ ル メ 通り に 在 る ト ラ ッ キ ー

ノ の 家 の 1 階 の 店舗

の 賃貸 料は,
6 - 1 0 金 フ ィ オ リ ー

ニ と い う高額 で

ある. ま た
,

サ ン ト . ス ビリ ト広場 の パ ラ ッ ツ オ

に 在 っ た
r 巨大 な二 階 部屋 J も広 い 為か

,
7 金 フ

ィ オ リ
ー ニ 前後 と い う, 同 じ建物 の 他 の 物件の 約

色

物

2 倍 の 賃貸料と な っ て い る o

こう した 賃貸料 は , 賃 借 人の 生 活に と っ て
, ど

の 程 度 の 経 済 的負 担 と な っ た の で あ ろ うか
o 1 3 慢

紀 末 の
,

バ ギ ノ ー

ア ン マ ン ナ - テ Jt の 2 人の子供

の 為 の 後見 の 記蘇 で は
,
1 2 8 9 年の 記事 の中に

, 2

人分 の 13 箇 月 の 食費と し て 21 リ ッ プ レ 12 ソ ル

デ イ く当時 の 換算率 で は 釣 12 金 フ ィ オリ ー

ニl と

い う金額 が 挙げ られ て い るQ ま た
,

1 4 2 7 年 に カタ

ス ト く課税 財産 調査l が施行さ れ た 際に は , 課税

控 除額 を決 定す る為 の 基 準と して
,

1 人当たりの

年 間生 活 費が 14 金 フ ィ オ リ ー

ニ と算 定さ れた こ

と が知 られ て い るo 但 し
,
前者 が

,
上層市民の 家

計 と は い え, 子 供2 人分 の, それ も食 費の み の 金

額 で あ る こ とと
,

2 つ の 数値 の 間 に 1 せ 紀以上 に

わ た る物価 . 貨幣価 値 の 変動 が存 在す る こと を
,

考 慮に 入 れ なけれ ば なら ない
o

こう して
,
1 4 世紀

前半 か ら中葉 に か け て の, 社 会 の 中
一

下層に属す

る成 人 1 人 の 年 間生括費を推 定して み る と
,
l o 金

フ ィ オ リ ー ニ 程度に はなる で あろうo 従 っ て
, 或

る貸 借人 が 1 店舗 を単独 で借 りて い た 場合, 年間

生 活費の 5 身 の 1 程度に 当た る金額 を, 賃貸料と

して 支 払 っ て い た こ とに なるc

一

方 ,
1 4 世紀 後半

に , 毛 織物塵菓に 従事 して い た 下層の 賃金 労働者

く打毛工 な ど1 の 年収 は
,

1 5 - 2 0 金フ ィ オ リ.
-

ニ

伽I

く1 日平均 3
- 4 ソ ル デ イ1 で あ っ た

o
これらの

数値 を捻ノ合す る と,
1 物 件 当た り の 賃 貸料 は

,
比

較 的所 得 の 低い 賃借 人で あ っ て も,

一 応は 生活に

支障をき た さ な い 程 度の 金額 で あ っ た と
,

結論す

る こ と が 出来よう.

しか しな が ら, 複数 の 物件, 或 い は 高額 の 物件

を借 り て い る賃借 人 の 場合,

.
経 済状態 が悪化 する

と
,

賃 貸料 は 相 当な 負担 となり か ねなか っ た o
フ

ィ レ ン ツ ェ を不況 の 影 が覆 い 始 め た 134 1 年 の 秋,

毛織 物業者 の バ ル ト ロ
. ディ

. セ ル
ー

マ ル テ ィ ノ

く及 び そ の 共 同経営者達l は
,

r 商売 の 状況 の 悪化

の 為 に くp e r l o m al e st a t o d ell
,

a rt el J ,
年 に 20

金 フ ィ オ リ ー ニ の 賃 貸料を負 担 L き れ なく なり,

サ ン ト . ス ビ リ ト広 場の パ ラ ッ ツ オ 内の 5 つ の 物

件 の 貸 借 を中止し て い るo 賃 貸料 は
, 経済変動を

反映 し て変動 し て い る も の の
, そ の 動 きは 緩慢 だ

飢

っ た の で あ る o

更に
,

店舗 及 び 二階部 屋 . 屋根裏部屋 に つ い て,
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1 4 世 紀の フ ィ レ ン ツ ェ にお け る店舗 の 賃貸

各物件の 賃 貸料 を比較 して み る と
,

地域 に よ る不

動産の 価値 の 相 違 が
,

そ こ に 反 映し て い る こ と が

窺え る
o

サ ン ト
.

ス ビリ ト広場 の パ ラ ッ ツ オ の 場

令,
先に も触 れ た

r
巨 大 な二 階 部 乳 の 例 外を 除

い て ,
ど の 物件 の 賃 貸料 も 131 0 年代か ら1 36 0 年

代に至る迄, 年 10 リ ッ プ レ 前後か ら 14 リ ッ プ レ

程度であるo
こ れ に 対 して , テ ル メ 通り の 物件 で

紘, 年 5 金 フ ィ オ リ
ー

ニ く約 16 リ ッ プ レl を下 回
8み

る事例は 見られ な い
o

か か る賃 貸料 の 格差 の 理 由は , テ ル メ 通 りと サ

ン ト ス ビリ ト広場と の
,

立地 条件の 相違に 求め

られるo 前者が フ ィ レ ン ツ ェ の 経済 的中心部 に 位

置して い た の に 対し, 後者 の 在 っ た ア ル ノ 川左岸

は, 新た に 発展 し た
,

低所 得層 の 多い 地域 で あ っ

た
o

左岸 の 地 域 を 指す,
オ ル ト ラ ル ノ 0 1t r a r n o

く
r
ア ル ノ 川 の 向こう側Jl と い う 呼称 自体 が

,
右

岸を中心 とする 見方を示し て い る o
こ の 立地条件

が
,
不動産 の 価値に 反 映し

,
賃貸料 に も影響して

い るの で あ るo ま た
, 実際,

貸借 人 の 経済状 態 .

支払い 能力を考慮する と
,

ア ル ノJl は 岸で は, 賃

貸料を低 額に 抑 え ぎる を得 なか っ た と 思 われるo

ニ ッ コ ロ
. パ ル ドヴ イ ネ ッ ティ の 賃貸記僻 も,

こ の 推測を裏付け る
o 彼 の 所有物件は, 紫 撃な商

業中心街で ある ポ ル . サ ン タ .
マ リア く聖 母 マ リ

ア 脚 通 りと,
こ れに 通 じ る ボ ル ゴ と を 2 辺 とす

る
一 画 に在 っ た

o
デ ル . ベ - ネ の 帳簿の 記録 と 重

なる時期 く135 0
,

6 0 年代う に 関 して , 賃貸料 を調

べ て みる と ,
1 店舗 の 賃貸料は

,
最低 で も年 に 5

金フ ィ オ リ
ー

ニ で あるo 殊 に
,

ポ ル . サ ン タ . マ

リア通 りに 面 し た 店舗 の 事例 で は, 年 額 36 金 フ ィ

オ リ ー ニ の 賃貸料さえ見受け られ る o 同 店舗 の 立

地条件の 良さ が
,

こ の 高額 の 賃 貸料 の 根 拠と な っ

てい る の で あ ろ うo
か か る店舗 の 賃 借 人達は , 高

額の 賃貸料 を負 担で き る 経済 力 を持 っ た , 独立 の

約

親方層で あ っ た
p

しか し賃 貸料 は
,

必ず しも現 金 で支 払われ た 訳

で は ない
o デ ル . ベ -

ネ の 物 件 に 関 して は, 賃貸

料の
一

部 が
, 穀物, 葡萄酒 な ど の 品物 で納め られ

る こともあ っ た
o また

,
デ ル

. ベ - ネ側 が 賃借人

か ら品物を 買 い
, そ の 代 金を支 払 う代 わり に ,

当

該貸借人か ら受 け取 る ペ き賃 貸料 の 一 部 に こ れ を

算入する 方法 も, しば しば行わ れた o
こ の 方法 の

対 象と な る の は
, 釈 ,

桶 な ど の 手 工 業製品 で ある.

更に
, 以下 の よう に

, 測 量士で ある賃 借人 に デ ル .

ベ
-

ネ の 土 地 の 測量をさ せ
,

その 報酬 と して 彼 が

受け取 る べ き金額 を,
賃 貸料か ら控 除し て い る事

例 も見られ る
o

こうした 方法 の 背後 に は
,

日常生

活 で の 接触 が
, 両者の 間に 在 っ た と考え られ るo

樽職 人 の サ ル プ ッ チ ョ は
,
3 2 5 年 1 1 月 1 日

か ら 32 6 年 5 月 1 日ま で の 6 ヵ 月分 の 家賃 と

し て 以下を支 払う べ しQ 2 金 7 イ オ リ
ー ニ

o

同 人は こ れ を支払 っ た が
,

それ は
,

我々 が 披

か ら 2 金7 イ オ リ
ー

ニ で 買 っ た大桶 1 個 で 立

て替えら れた o

セ ル
. ト マ ソ

. デ ッ ラ バ コ は 32 8 年2 月 20

日 に
, 我々 か ら借 りて い る中二 階 の 家賃 とし

て 以下 を支払 っ た o これ は, 3 2 8 年 11 月 1 日

か ら 3 29 年 5 月 1 日ま で の 分 で あるo 即 ち 4

リ ッ プ レ 10 ソ ル ディ o
こ の 金額は ,

マ ン ノ .

デ ル . キア ロ か ら我々 の 購 入し た土 地 の 測量

の 報酬 として
,

彼 が我々 か ら受け取 る ペ きも
糾I

の だ っ た o

ま た
,

現金で 賃貸料を支 払うに も,
フ ィ オ リ ー

ノ金 貨で の 支 払し撃と, 銀 貨 くピ ッ チ ョ ロ1 で の 支

払 い とが あ っ た o 支払 い で の 2 種類 の 貨幣体 系 の

切 り換え は, か なり 自由に 行われ
,

契約時に 金フ

ィ オ リ ー ノ で 算定さ れた 賃貸料 が銀 貨 で支 払 われ

る事 例も
,

ま た
, その 逆も 見られ るo 概 して , 金

貨は 高額 の 国際的な取引 に
, 銀 貨は 日常的な少額

の 支払 い に 用 い られて お り
, 高額 の 商取 引に 関係

し ない 中
. 下層 の 小商人や 手工 業者

,
賃 金労働 者

に は
,

金貨 に接 触する機会も少 なか っ た
o 叙 貸 と

金貨 とを両替 す る の も,
日 常的 に 貨幣操作をし て

い る有力商人と は 異 なrj
,

彼 らに と っ て は 煩雑 で

あるo と こ ろが
, 賃借 人 の 多くは ,

こ う し た中層

以下 の 人間で あ っ た o そ の 為に , そ の 時 々 で 賃借

人に 僚 の 良い 貸幣で 賃貸料 を支払う こ と が
,

認め

ら れ て い た の で あろ うo 但 し, 契約 と 異 なる 貨幣

を以 て 支払 われ た 場合
,

帳簿の 記 鍬 こは
, 支払 い

当 日 の 金貨 と 鋭貸 の 交換 率が 挙げられ て い る
o

交

換率は常 に 変動し て い た の で , 抜け 目の な い 商人

で もあ る賃 貸 人は . こ の 安換率 の 変動 を碑 諾し ノし

上 で 金 . 銀両貸 の 換算 をし, 支払 い の 際 の 貨幣の
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種類 を切 り替え る こ と に よ っ て 捜 をし ない ように
鵬

して い た の で あ るo

3 . 賃 借 人

デ ル . ベ -

ネ家の 賃借 人達 は
, 様々 な階層に 属

し
,

その 職 種 も多様で あ る
o

し か し
,

そ の 多様 な

職 種 に も,
地域性 . 関連性 が 窺 え る場合 が あるo

まず,
サ ン ト . ス ビ リト広場の 物 件の 場合, 帳簿

に 職 業の 明 示 さ れ て い る 2 6 名 の 賃借人の 多く が
,

毛織物産菓に 関係 して い る
o 織 元 で あ る毛 織物菓

コ ンパ ニ
ー ア

者1 a n ai u ol o とそ の 会 社 が
,

パ ラ ッ ツ オ の 大部分

の 店舗 を
I

一

挙に 賃借 し て い る事 例 は 5 件あ るo そ

して
,

こ れ以外に
, 刷 毛 工 s c a r d a s si e r e

,
織 布 工 と

織布女 工 te s sit o r e ノt e s sit o r a
,
起毛 工 c a r d a t o r e ,

仕 上 げ 工 c o n ci at o r e
, 整 経く織 機に経 糸 を揃 えるI

女 工 o r d it o r a
, 洗 毛 工 1 a v a t o r e , 節 取 り 工 z e c -

c o l a t o r e が
,

こ の パ ラ ッ ツ オ の 物件 を借 り て い る

の で あるo く表 1l

こ の よう に
,

サ ン ト ー

ス ビリ ト広場に , 毛織 物

産業に 関連 した職 種 の 賃借 人 が 多い こ とに つ い て

は ,
2 つ の 理 由 が考 えら れようo

第1 , に
,

デ ル . ベ - ネ家自体 が
,
毛織物業者で

あ っ た こ と が挙げ られる
o

当時の フ ィ レ ン ツ ェ の

毛 織物産業 は, 富裕な資 本提供 者で ある毛 織物業

者達を頂 点 と し た
,

ピ ラ ミ ッ ド型 の 組織 を形成 し

て い た
o 関連職 種 は絶 て

-

染色業者の よう に 自

立 し た下 清 け菓を営ん で い る職種 をも含 めて
, 最

下 層の 貸 金労働者に 至 る迄, 毛織物組合の 規制 の

下 に 置 か れ て い た の で あ る
o

勿論, だ か ら と言 っ て
,

サ ン ト .

ス ビリ ト広場

に 店舗 を借 り て い た 刷毛 工や 織布 工 が
,

デ ル
. ベ

- ネ家と明確 な結 び付 き を有 して い た と確 言は出

来ない
o 実際,

比較的 短期 で 退 去 して しまう事例

が多い の で
, 織 元 の デ ル

. ベ - ネ を主柱 と する
,

問屋制 の よ う な体 制を想定する こ と は 難 しい
o し

か しな が ら,
こ れら の 貸借 人通 が物件 を探 す上 で

の 人的関係 の 中に
, 毛 織物 業者 で あるデ ル

. ペ -

ネ が含 まれ て い た 可能嘩は 高 い の で あ る o

第 2 の 理 由 は,
こ の 広場 が

,
ヴイ ア

.

マ ッ ジ ョ

くr 大通 りJ の 意l の ご く近 く に 在 っ た こ と で あ るo

ゲイ ア
ー マ

ッ ジ ョ は
, 毛織 物 業者が 軒 を連 ねる通

り で あ っ た
o

ヴ ィ ア ー

マ ッ ジ ョ に 店舗 を持 た ない
,

或しi は そ こ に 店舗 を持ち なが ら
,

更 に 経営規模の

拡大 を 図 る毛 織物 業者 が
,

サ ン ト .

ス ビ リ ト広場

の 物件 くしか も 彼ら は
,

そ の 所 有者た る デル . ベ

-

ネ と 組合 . 営業 を通 じて 結び 付 い て い る1 を借

り る こ と は, ご く自 然 な こ と で あ る
o ま た 下請け

の 職 種 も,
ヴイ ア . マ ッ ジ ョ の 近 隣に 店を構えれ

舶

ば , 営業上 便利 で あ っ た
o

一

方 ,
ア ル ノ川右 岸 の 物件で は

, 職種 の 明らか

な賃借 人 8 人 の うち, 6 人 まで が, 靴底 などに 用

い る為 に裁 断 され た 革を売る , 草屋 p e z z ai o であ

るく表 2 , o しか し, そ の うちの 5 人 は, ト ラ ッ キ

ー ノ 所有 の 建 物 の 店舗 を順次 , 借 り て い る に過ぎ

ず,
こ の 地域 に 殊 更 こ の 職種 が多 い と は 言 えない

.

ま た
, 残 る 2 人 の う ち の 1 人 の 皮 な め し 業者

g ali g a i o g r o s s o も , 貸借期 間 は ごく 短く, 草屋と

特に 繋が り が あ る と は 思 えず,
こ の地 域 に職 業的
帥

な偏向 を見出 だ す こ と は出来 な い
o

寧ろ ,
こ の 地 域の 物件に

, 同地域 の 有力家門で

ある,
ブ ォ ン デ ル モ ン テイ 家や ア ッ チ ャ イ ウ ォ

ー

リ家に 属す る賃 借人 が 屠 る こ と に
, 注 肖し た い

.

フ ィ レ ン ツ ェ に お い て も, 同族の 結合 は 重要 なも

の で あ っ た し, 実際に 父系親 族 が 特定 地域 に集中

して 居 住 して も い た が, それ は ,
ジ ュ ノ ヴァ の よ

う に 強 固な地 域 的ま と まり を形成する こ と は なか
細

っ た o 寧ろ, 共通 の 地域 に本拠を持つ 上層市民同

士 が, 不 動産 を賃 貸 し, 連帯 して い る 状況 をこ こ

に 看取す る こ と は 出来な い で あろ うか
o 第 2 節で

述 べ た
,

バ ン ケ ッ ロ
. チ . ブ ォ ン デ ル モ ン テイ の

賃貸料滞納に 対する デ ル . ベ - ネ側 の 極め て 寛容

な態度に も, そ の ような連 帯が窺え る ように 思うo

ま た
,

パ ン ケ ッ ロ の 退去 後の Ji f

-
ル ゴの 家屋 を借り

た メ ッ セ
- ル .

ビ ン ド ゥ ッ チ ョ
. ダ . リ カ

ー ゾリ

の 為 に,
フ ラ ン チ ェ ス コ

. デ ル . ベ - ネ く帳簿の

他 の 部分 の 記述 か ら判断 する と, ア メ リ ゴ の 息子

で あ るl が , 2 年分 く13 5 7 年 7 月 - 1 3 5 9 年 6 別

の 賃 貸料 24 金 フ ィ オ リ ー ニ を代納 し て い る事例

もあ るo
これ も, 通 常で は 考 え られ ない 措 置であ

脚

り
,

両者 の 特別 な繋 が りを推 測さ せ る o

残念 な が ら, 史料 の 性 格上 , 賃 貸 人た る デ ル
.

ベ - ネ家 の 人間 と賃借 人連と の 接 触の 度合 い
,

演

借人に 対する デ ル . ベ - ネ家の 態度に つ い て
,

こ

れ以 上 の 具体的 な情報は 得られ な い
o
だ が

,
デ ル ー
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1 4 世紀の フ ィ レ ン ツ ェ にお ける 店舗の 賃貸

べ - ネ家の 若 い 成月 が
,

賃貸料 の 回収 をして い る

事例が しばしば見られ る こ とに は , 注意 し て お き

か
-

o
フ ラ ン チ ェ ス コ 存命中に は, ヤ コ ポと ア メ

リ ゴが
,

後に は 彼ら の 息子達が
,

賃貸料 を受 け取

っ てきて い るo 彼 らは,

一 種 の 修業 と して , 回収

に行か され た と 思 われ る
o

こうする こ とで
, 若い

せ代が 不動産経営の 業務 に も慣 れ
,

賃借 人 と の 関

係 悼 なる顔 馴染 み で は なく, 賃貸 人と貸借人 と

してI を認識も で き るの で あ るo 確か に , 賃 借 人

自身が賃 貸料 を持参 する こ と も 多い が ,
こ の よう

に息子逮が 集金 に 回らさ れ る点 に
,

デ ル . ベ - ネ

家の
,

事業と して の 不動産経営 - の 積極性 を 見る
t畑

こ とが で きようo

ま た,
3 0 年以上 に わた っ て サ ン ト ス ビ リト広

場の パ ラ ッ ツ オ の 貸借人 で あ っ た
,

チ ョ
- ネ . チ

ィ
, チ ェ オ な る人物 が , デ ル . ベ ー ネ との 密接 な

関係を推測さ せ る こ と も, 目 を引く o
彼は,

パ ラ

ッ ッ ォ め補修 の 際に 費用
一

切 を立 て 替えて く補修

費は賃借人達 が負担 したl , 後 に 賃借人遠か ら これ

を回収するな ど
,

サ ン ト ス ビ リト の 物件の ま と

め役を果 た して い たo ま た, 他の 賃借 人 の賃 貸料

を彼が 持っ て きて い る事例 も, しば しば見られる o

しか もそれ は
,

彼 自身が サ ン ト ス ビリ トの 物件

を退去 した後 も続 い て い るo
こ の よう な人物 の 存

在は, デ ル . ベ - ネ の本拠か らやや 離れ た
,

サ ン

ト . ス ビリト広場 の 物件を管理 . 運営する上 で,

重宝で あ っ た ろうo 賃貸 人と貸借 人と の 人的な結
Olu

び付きの
一

端を示す例 で あ るo

無論, 絶 て の 賃借 人 が骨に , 賃 貸人 と 密な関係

に在 っ た訳 で はな い
o

殊 に サ ン ト . ス ビリ ト広 場

の物件で は
, 賃借 人 の 移動 は か なり頻繁 で, しば

しば 1 年で 退去 して しまう. 居住条件の 良く ない

物件は, 賃 借 人 の 回転 が 速 い と い う こ と も あ ろ

紺

うo
だ が

,
こ の 賃借 人 の 移 動 は

,
フ ィ レ ン ツ ェ の

,

就中, サ ン ト . ス ビ リ ト広場の 在 る オ ル トラ ル ノ

の 人口 移動率 の 高 さ をも示 して い るo
1 店舗 く先

に も触 れた ように 住居 を含 むl を借 りて
,

毛 織物

産業の 下 請け と し て働 き
,

何 年 か を経 る と何 処か

へ 移動 して い くo そう した 比較 的下 層の 都 市人 口

の 流動性を,
こ の 賃貸 記録 は 示 唆す るo

こ れ に 比

べ て
,

テ ル メ 通 り の 店舗 を借り て い た草屋連や
,

サン ト ス ビリ ト広場に 居 た 毛織物業者達,
女仕

脚

立屋 な ど の 貸借 期間は, 概して 長 い
o

また
, 女性 に 関して は

,
夫の 賃借物件を受 け継

い だ 寡婦 の名前が 空自 に な っ て い た り, 名前が 間

違えら れて い た りする事例
,

或 い は, 賃借 人が
,

r
階段 の 下 の 店を借 りて い る女性J と い っ た 表現

で しか 示き れ ない 事例 が
, 帳簿に は 見受 けられ る

o

即 ち
, 書き手 に と っ て

,
彼女達は その程 度の 認識

く畑

で 済む 存在 で あ っ た と い うこ と に なるo

確か に
,

当時 の フ ィ レ ン
I

y ェ に お い て , 女性 の

法的 な立場は弱 い もの で あっ た
o 契約に お い て も,

概 して
, 女性 は前面 には 出ない

. テ ル メ通 りの 物

件の 賃貸で も, 賃借 人た る女 性 マ ドン ナ . ディ
-

ナ の 娘婿 が
,

支 払 い を保証 し て い る事例 が 見ら れ
縛

る
.

デ ル . ベ - ネの 認識も,
こうした社 会的状況

を反映し て い る の であ ろうo

しか しな が ら, デ ル . ベ -

ネ の 貸借 人の中に は
,

単独 で 契約 を結ん で い る女 性 も多い
o

就中,
サ ン

ト .

ス ビリ ト広場 の パ ラ ッ ツ オ に 関して は, 女仕

立 屋 s a r t o r e s s a や 織布女 工 tes sit o r a く史料 で は

藍te ssit o r eさと 男性 形 である が1 と い っ た
,

職 寮を

明示 され て い る 女 性 を含 めて
,

1 0 人 以上 の 女 性

が
, 賃貸契約 の 当事者と して 記録さ れて い る く表

11 o
恐 らく, 彼女達は寡婦で あろうが, そ の 経済

的自立性 が窺われ る.

こ れに は
,
先述 の 毛織 物産業に関係の 深 い サ ン

ト . ス ビリ トの 地域性も, 影響して い る の で あろ
.

うo 織布工程 などに は
, 女性労働 も大き な割合 を

占め て い た か ら で あ る.

r
階段 の 店に 居 る女性J の

為 に, チ ェ ッ コ なる毛織物 業者が, ま た モ ン ナ .

ス コ ツ タ の 為に , 賃借人で もあ っ た毛織物 業者 バ

ル ト ロ
ー デイ

. セ ル . マ ル チイ ノ が , 賃 貸料 を代

納 して い る事例 は, 彼 女達が
,

ヴイ ア . マ ッ ジ ョ

t嶋

の 毛織物産業と関係 して い た こ とを推測 さ せ る c

積極 的に 経済 括動 に 携わる中 一 下層 の 女性 の 逢 し

き が
,

こ こ に 見 られ る の で は なか ろう か
o

最 後 に
,

貸借 人 相互 の 関係 で ある が
,

こ の 間 題

に つ い て は, 具体 的 な情報を貸賃 記鍬 帳簿か ら得

る こ と は 出来 なか っ た o た だ , 前述 の チ ョ
- ネ .

デイ
. チ ェ オ が

,
サ ン ト . ス ビ リト広場 の 建 物 に

お い て
,

賃借 人 の まと め 役 を果た し て い た 例 に 見

ら れ るよう な, 容易に 推 測 きれ る,
日 骨的 な安緑

が 存在 して い た こ と は 認め ら れようD
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おわり に

以 上 デ ル
. ベ - ネ家の 賃貸 記鐘帳簿を中心 に ,

1 4 せ 紀前半の 店舗 の 賃 貸と, 都市内 の 居住 の 在り

方 とを検 討 して き た
o

貸賃 の 方 法とその 管軌 不

動 産の 運営に 対するデ ル
. ベ - ネ家の 姿勢,

そし

て賃借人達の 在 り方 は, 当時の フ ィ レ ン ツ ェ の 地

域 社会 の
一

つ の 断面を示すも の で あ るo

本稿 で検 討 した 史料 か ら は, 人間関係は 明確に

はなら な い が
,

こ こ で 得 られ た 情報は, 筆者の 従

来の 関心事で ある, 地域 的 な人的結合関係を考 え
抑

て い く上 で も,
参考となるo 特に

,
サ ン ト ス ビ

リト広場 の ように , 自ら の 本拠 か ら離 れ た地 域 の

地織的 関係の 中で,
パ ラ ッ ツ オ の 所有者で あ る デ

ル
. ベ - ネ家が , どの ような位置 に 在 っ た の か と

い う 問題 は
,

今後の 研 究課 題 とし て い き た い
o

証

印 C h . d e L a R o n cie r e
,

L a vi e p ri v e e d es

n ot ab l e s t o s c a n s a u S e u il d e l a R e n ai ss a n c e
,

H ist oi r e d e la vi e 少n

.

V 6 e
,
T o m e 2

,
D e i

,

E u r op e

f5 o dTa le 虎I a R e n a is s a n c e くP a ri s
,
1 9 8引, p p .1 7 5

-

19 3 .

く21 1 5 世 紀 に なる と, 外部 か ら隔絶 し, 賃貸 され

る店舗 や部屋を持た な い 建物 が造られ るo
R . A .

G ol d t h w ait e ,
T h e F l o r e n ti n e P al e c e a s

D o m e sti c A r chit e ct u r e
,
A m e ri c a n m sto ri c a l

R e vie w
,
7 7 く19 7 2l , p p .9 7 7

-

1 0 1 2

く31 Q u a d e m ett o d elle Pi gio ni
,
A S F

,
A r c h i vi o

D el B e n e
,
n .2 6 仁以 下 Q u a d e r n ett oコ.

A . S a p o ri
,

c as e e b o tt e gh e a F i r e n z e n et T r e c e nt o
,
I d .

,

s t u di di sio n
.

a ec o n O m i c a s e coli X III
- X W -

x v
,
3

o

ed .

,
v ol .I くFir e n z e

,
1 9 5 51 , p p .3 0 6

-

3 5 2 .

c f . I d .
,
I m u t u i d ei m er c a n ti fi o r e n ti n i d el

T r e c e n t o e I
,

i n c r e m e n t o d ell a p r o p ri et良 f o n
-

di a ri a
,

oP .
cit .

, p p .1 9 3
- 2 2 1 .

く4ナ S a p o ri
,
C a s e . cit .

, p p 13 0 5
-

3 0 6 . 清水 康
一 郎

r 中世 後期 イ タリア に お け る都 市国家の 膨 張と

市民 洞
F イ タリア 中世 の 都市社 創 備 披啓胤

19 9 0l , p p .6 9
- 9 9 . が J マ ラ商人は,

フ ラ ン ドル

を主 と する外国産 の 毛 織物 の 輸入 一 加 工 . 販売

を, 毛織物業者は
, 羊毛の 輸 入

. 毛織物製造 .

販 売を業務と して い たo

t51 S a p o ri ,
C a s e . ci t .

, p .3 0 6 e 3 7 7 . P a gi n e d el

L ib ri c ci ol o p e r s o n al e d i F r a n c e s c o d el B e n e

B e n ci v e n n i c o n i n t e st at u r a a n t e ri o r e all
,

a n n o

1 3 0 0 ,
N u o vi t e sti f7

-

w e n ti n i d el D 喝 e n t O
,

a

c u r a di A . C a st ell a ni くFi r e n z e ,
1 9 5 2I , p .7 0 2

く6I S a p o ri
,
C a s e . ci t .

, p p .3 0 6
- 3 0 7 .

く7ナ 清 水 前掲論 文 pp .7 2
-

7 3 . 筆跡 か ら は 必ずしも

書き手 を確定で き な い
o

しか し, 鑑i o J a c h o p o浄

く私 ヤ コ 珊 と い うよう に, 書き手 が 自身の名

を示 して い る記事か ら, 比較的 明瞭 な筆跡を判

別 し, 参考 に した o

く引 Q u a d e m eit o
,
c o p e r ti n a .

く91 但 し, 帳簿 の 表紙 その も の に ,
こう した文章

が 記され る こ と は
一

般的 で は な い
o

uol サ ボ J J は
,
1 3 3 2 年 に こ の 改造 が行 われ たと

しな が ら, そ の推 論 の 根 拠を特に 挙げて はい な

い
o しか し,

1 3 3 2 年を境 に, 改造され た とされ

る従 来 の 物件 の 名称 が 変わ るの は , 事実で あるo

恐 らく 彼 は
,

こ の 名称 の 変化 か ら, 改造 の 年を

133 2 年と推定し た と 思われ るo S ap o ri
,

C a s e .

cit .
, p p .3 06 -

3 0 7 .

tlll こ の サ ン ト
. ス ビリ ト の 物件数に つ い て は,

サ ボ - l に 従 っ た o 貸借物件 の 確定出来ない 記

録 が
,
数件ある が , それ らは 除 外 した o

t121 サ ボ - J は, そ の 論文 に お い て, F と J の 物

件 に は 全く言 及 して い な い
o cf . S a p o ri

,
i m u t ui

d ei m e r c a n ti . ci t .

t131 Q u a d e m e it o
,
3 9 v ,

4 0 r
,
e c c . 表 1

,
n . 3

,
4

,
5 を

参照 Q

く141 Q u a d e m e tt o
,
1 6 r

,
2 0 r

,
2 3 y .

t151 覚 書の 史料 的性格 に つ い て は, 拙 稿 r FP 世イ

タ リア 商人 の 覚 乱
F 地中海 学研 軌 15 く199 21 ,

p p .9 7
-

1 2 1 を参照 o

t161 S a p o ri
,
C a s e . cit .

, p 13 3 7 1 P a gi n e d el L ib ri c
-

ci o l o . cit リ p .7 0 2 .

く川 N i c c o1 8 d
,

A l e s s o B al d o v i n etti
,
R i c o r d a n z e

s e g r et e 1 35 4
-

1 3 9 2 ,
B N F

,
P al ati n o B a h

d o マi n e tti ,
3 7

t181 前掲 拙稿 , p p .1 0 2
- 1 0 7

,
1 1 3 .

く畑 S a p o ri
,
C a s e . ci t .

, p p .3 0 9
1 3 1 1 .

r
再賃 乱 の

例 に は , Q u a d e m etto
,
4 r

,
4 7 r な ど が 挙げ られ
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1 4 世 紀の フ ィ レ ン ツ ェ における店舗の 賃貸

るo

帥 筆者は か つ て,
こ れを先払 い と解釈 し た が,

全くの 誤 り で あるo 自ら の不 勉 強 を恥 じつ つ
,

こ こ に 訂正するo

郎 伽 d e m ett o
,
l l r .

脚 モ ン ナ . ヴ ェ ル ディ ナ の 事例 懐 2 ,
n .2 31 を

見よo Q u a d e m ett o
,
4 7 v

,
e e c .

脚 Q u ad e m ett o
,
3 r

,
1 5 r

,
e c c .

帥 Q u a d e m ett o
,
5 3 r . 但 し ,

デ ル . ベ - ネ の 物件

の 多く に つ い て ,
1 3 4 2 年 く42 rl 迄 は , 賃貸料 の

半年払 い が 基本 で あ っ た の に 対 し, 4 2 年以 降は

1 年 払い が 基 本 と な る
o 当時の フ ィ レ ン ツ ェ に

,

不況の 色 が濃 く な っ て い た こ と を考 え る と,
こ

の 変更 は,
支 払 い を猶予 す る 意味 を持 っ て い た

の か も知 れな い
o

紳 帳簿の 記録 に
,

明 白な前払 い の 例 が 1 件 だ け

見られるo Q u a d e r n etto
,
5 1 v .

餌 例えば
, 6b a d e r n e tt o

,
3 4 r .

帥 Q u a d e m etto
,
4 0 v

- 4 1 r .

鯛 Q u a d e m ett o
,
4 0 v .

脚 S a p o ri
,
C a s e . cit .

, p p .3 2 0- 3 2 7 . 金貨 と銀 貨 と

の 換 算率に つ い て は, P . S p u ff o r d
,

H a n d b o o k

of M e die v a l B h ICh a n g e くL o n d o p ,
1 9 8 6J , p p .l

-

1 2 .

帥 A . S ap o ri
,
U n b il a n c i o d o m e s ti c o a F ir e n z e

all a fi n e d el D u g e n t o
,
I d .

,
oP . cit .

, p .3 6 2 . 清水

康
一

郎
r 十五 世 紀 フ ィ レ ン ツ ェ の 税 制 改革

-

1 4 2 7 年 の カ タ ス ト ー

J
F
イ タ リ ア 中世 都市国家

研 熱 く岩波 書風 197 5l , p .2 8 3 . A . S t ell a
,

, ,

L a

b ott e g a e i l a v o r a n ti
, ,

二 a p p r o c b e d e s c o n d ト

ti o n s d e t r a v a il d e s C i o m p i ,
A n n a l e s E S C

,

X L V く19 3 91 , p p .5 3 2
- 5 3 5 .

糾 Q u a d e m ett o
,
4 1 v . S a p o ri

,
C a s e . cit .

, p p .3 1 5
-

3 2 9 .

一 般に
,

賃 貸料 の 上昇 は 抑 えら れ る傾 向に

はあ っ た
o

82, ib i d .
, p p .3 1 5

-

3 2 9 .

脚 R i c o r d d n z e se g 71 et e
,
2 r- 4 r . 賃 貸料 36 金 フ ィ

オリ ー

ニ の 店舗 を借り た の は
,

馬具 屋 で あ る
.

尚
,

1 6 世紀 の サ ン ト . ス ビリ ト街区に お ける 店

舗賃貸料は 平均 7
,
4 8 フィ オ リ

ー

ニ で ,
フ ィ レ ン

ツ ェ の 4 街区中,
貴低 で あるo

一 方
,

ポ ル ゴ 等

の 平均 額 は 14
,
8 5 フ ィ がJ - ニ で

,
都 市全体の

平均を上 回 っ て い た o
P . B a tt a r a

,
B o tt e gh e e

pigi o n i n ell a F i r e n z e d el
7

5 0 0
-

. u n c e n si m e n t o

i n d u s t ri a l e e c o m m e r ci al e all
,

e p o c a d el g r a n
-

d u c a t o m e d i c e o
,

A rc h i ui o S ta n

.

c o Ii ali a n o
,

X C V く19 3 71 , p .8 .

糾 Q u a d e m e tt o
,
2 2 r

,
2 6 r . 他に

, 靴く川 , 魚く3 4 rl ,

衣類 く35 rl
,

葡萄 酒 く36 rI 等o

鮒 Q u a d e m eito
,
4 r

,
8 r

,
1 6 v

,
e e c . S a p o ri

,
C a s e .

ci t .
, p p .3 1 4

- 3 1 9 .

鯛 賃借 人の 1 人, 毛織物業 者バ ル トロ
. ディ

.

セ ル
.

マ ル ティ ノは,

r ゲイ ア
. マ ッ ジ ョ の J と

称 せ られ て い る. Q u ad e m e ti o
,
4 3 r . cf . S ap o ri

,

C a s e . c it .

, p .3 2 8 .

t371 ポ ル . サ ン タ . マ リア 通 りと ボ ル ゴ周辺 に 店

舗 を借りて い た
,

パ ル ドヴイ ネ ッ ティ の 貸借人

達の 職 種 は, やは り様々 で あるo 彼 ら の職 種 の

多様性 は, ポ ル . サ ン タ .

マ リ ア通 り周辺 の
,

種 々 の 店舗 が 混在 する繁華街として の 性格を示

すも の で あるo

帥 F . K l ei n
,
C eti di ri g e n ti e c o nt r oll o d ell o

s p a zi o u rb a n o a F i r e n z e こi l e g a m i d i

vi ci n at o
,
I c eti di yii e n ti n ella T o s c a n a ta yd o

c o m u n ale くFi r e n z e
,
1 9 8 31

, p p .2 1 1
-

2 1 3 .

榊 Q u a d e r n e tt o
,
5 0 v .

帥 ib id .
,
1 4 v

,
1 8 r

,
4 0 r

,
4 3 v

,
e e c .

抑 ib id .

,
6 r

,
l l r

,
4 3 r

,
4 5 v

,
e c c . ニ の 他に ,

デ ル .

ベ - ネ の 賃借 人 の 為 に ,
パ ル デイ 商社 の 書記が

賃 貸料 を代 納 して い る事例 が あるが , デ ル . ベ

- ネ と の 関係は確 認出来ない
o Q u a d e m ett o

,
4 r .

的 S a p o ri
,
C a s e . cit .

, p .3 0 8 . サ ン ト . ス ピ11 ト の

建物 の 中 で
,

賃借 人が物 件を移動 して い る事 例

は, 好条件 の 物件 - の 志向 を示 して い る
o 例 え

ば, 織布 工 の マ ル コ は
,

1 3 6 3 年 11 月 か ら 1 年

間,
C - 1 の 店舗 を借 り

,
翌年,

モ ン ナ . ジ ョ ヴ

ァ ン ナの 退 去し た後 の D - 3 - 移 っ た
8 Q u a d e r -

n e tt o
,
5 6 r

,
5 6 v .

細 長 期 の 貸借 は, 無 論,
毛織 物産業 の T 請け職

種 で も見 られる o 織布女 工 の モ ン ナ
.

ミ リ オ
-

レ な ど は
,

1 0 年以上 もサ ン ト . ス ビ リト の 賃借

人で あ っ た o 表1
,

a .4 4 を見よo

の 含まれ る
,

サ ン タ . マ リア . ノ ヴ ュ ッ ラ街 区 仙 Q u a d e r n ett o
,
2 0 r

,
2 7 v

,
3 0 v

,
3 5 v

,
e c c -

- 2 3 -



脚 亀長洋子 r 中世後期 フ ィ レ ン ツ ユ の 寡婦像,

A l e ss a n d r a M a ci n gh i d eg li St r o z z i の 事例を

中心 に J
F

Jf タIJ ア 学会誌 j42く19 9 2l , p p .8 0
-

1 0 4 1

T . K u e h n
,

L a w
,

F a m ily ,
a n d W o m e n

くC hi c a g o , 1 9 9 1l , p p .
1 9 7

- 2 3 7 .

鵬 Q u a d e m e tt o
,
3 1 v

,
4 2 v .

脚 c f . S .T . S tr o c c h i a
,

D e a th a n d R it u a l i n

R e n ai b a n c e F l o re n c e くB al ti m o r e
,
1 9 9 2ン, p p .1 9

-

23
,
8 2

-

1 0 4 .

- 2 4 -



14 世紀 の フ ィ レ ン ツ ェ にお ける店舗の 賃貸

貸 借 人 職 業 A l ち C - 1 C - 2

1 . B a rt ol o di C e n ni e c o m p a g ni 毛織物兼者 14 .l l . 1-20 .ll . 1

14 1 1 1- 16 1 0 1

2 .
Di n o L e o n a rdi 皮革製凪 菓者 20 . 1l . I- 27 . l l

.
1

- 32 1 1 1

2 11 1 - 36 1 1 1

J
I J - J- .

- I - - -
- -

l i l- 38 11 l

I -- .
J
I-

I . .

--
5 .

B a rt ol o di s e r M a rti n o 毛織物兼 者 3 8 .l l . 1
-

41 .
l l . 1

4 1 1 1 1- 4 8 1 1 1

38 . l l . 1
- 41 . l l . 1 41 .ll ,

1- 4 4 .l1 . 1

4 4 11 . 1
-

4 8 . ll . 1 44 .
ll . I -

4 8 . l l . 1

4 8 11 1 5

I N . -
l I -

-
L

7 .
Z a n obi di M a n n o 刷 毛 工 54 . l l . 1- 62

.
ll . 1

-63 1 1 1

--
- A- - I . - --J

M

織 布 工 63 .l l .
I- 65 . l l . 1

10 .
N u c ci o

靴 屋 1 4 .ll . 1
-26 . l l . 1

-32 11 1

J - L
I - . - I - - - -

- l l

11 1 -

48 11 1

l i l- 6 5 1 1 1

- + I I
l - I - +- -

1 4 11 1-28 11 1

-Il
l . - I

- I - -ll - JL

28 1 1 1 -

4 1 . l l . 1 1 4 .ll . 1

54

55 11 1- 63

63 1 1 l - 64 1 1 1

6 4 1 1 1
-65 11 1

54 11 1
-5

一 I
I d 一 - . I - l- - - .

. - - I l - I - I

一 - I 一
- I I . - I - -- l - l - - - I

-

22 .
s e r T o m m a s o d ell

,

A b b a c o 測 畳 士

23 . C e c c o M u gh i ni

一 I- - -lL
- - - 一 A - - - I - I - 一 一 I I -

32 . D o n at o di G a gli a

35 . Mi ni at o
執政香月食

仕 立 屋

38 . d u e fe m mi n e 運 送 屋

良

4 7 . m o n n a Gi o v a n n a d
,

A nt Q ni o
ヨ 主

表l S a n t o S pirit o 地 区 に お けるデ ル . ベ - ネ家所有の 建物の 賃借人

- 2 5 -



貸 借 人 c - 3 D - 1 D -

2 D - 3
1 . B a rt olo di C en ni e c o m p a

g
ni t m o n n a N e r aI

l O n a r l

-,-+ la s u a v ed o v a m o n n a V a n n a

32 1 1 1-3 6 1 1 1 32 11 1-

. a r o o l S e r M a rtl n O

e C O m P a g rl l 4 4 .l1 . I
-

4 8
.
ll

. i

3 8 . l l , 1 - 4 1
.ll . 1

4 3 . 2 . 1
-

4 8 1 1 1

38 .l l . 1 -

4 1 . l l . 1

4 3 11 1
-

4 8 11 1

I - I I I I
A

38 . 1 l
, ト 4 1 . ll . 1

. a n O I l a n n O

- j l a s u a v e d o v a m o n n a M a r ch e nt a

. a n n l

65 11

. U C J O

- + il su o figli o M a tt e o

C C l O

甲ー1

. a C O

. r u n O 64 .l l . 1
- 65 .ll . 1 5 4 1 1 l - 60 1 1 1

--- ,la s u a v ed o v a - 30 . ll . 1

ヤl a s u a v ed o v a m o r u l a Filip p a くD e aI -39 . l l . 1

. 4 . . 1

. 1

. 1 . 1

14 . ll . 1 - 15 . l l . 1 1 4 11 1 - 15 11. 1

30
.
M a r c o v ald o 17 1 1

31 . G m d l n O dl G l aC O m ーn O d a L u c c a 2O . 8 . 1 -2 0
.
l l

. 1
20

32 , D o n a t o dl G a g王は

I
+ l a s u a v ed o v a m o n n a M elli n a

2 3 .l l . 1- 27 . 5
.
1

- 32 11 1

4 1 11 1 - 42 1 1 1

60 . ll . 1 - 63 11 1
58 .ll . 1

- 60 . u . 1

60 11 1- 63 11 1

r王 63

36
.

V a n n l d el B ell o dl L u c c a

37 .
B a rldl n O

27 1 1- 29 1 1 1

B e rt o

2 9 . l 1 - 1 -3 0
.
l l

. 1

29 1 1 1 -30 5

S a S O O a S C a a

4 0 . L a n d u c c l O dl L u c c a
3 1 5 1- 31 1 1 1

P e r S e l m e S 1
32 4 1 5- 32 1 1 1

n n 1
5 7 1 1 1- 58 1 1 l

4 4 1 1 1- 4 8 1 1 1

g l O e l a O O

45 . m o n n a D e c c a

. m o n n a ett a dl F l n O C Chl O

6 1 11 1 -6 2 11 1

O V a n n a n O n l O

- 2 6 -



1 4 世紀 の フ ィ レ ン ツ ェ にお ける 店舗の 賃貸

賃 借 人 職 薬 E - 1 E -

2 F G

1 .
m ad o n n a G e m mi n a la v ed o v a di G h er a rd u c -

.

L
-

l o fi lio

1 8 .1 0 .2亡卜1 9 .10 . 1

- - l J
- I I

2 . Ri c c a rd o di Gi o v a n ni B o m b e r o

f u

19 .10 ,
1-22 .

1 0
.
15

- - -l
- I -

ー

L B ,

1t i 2 2 1 0 1 5- 24 10 1 5

d d M t A c cl a l u Ol1 25 - 26 9 E la c a s a dl S e r A n d r e aコ
. -

- ー

J
-

L 1
.

1 7 1 2 1 5- 18 . 5 1

18 5 1 - 20 1 7

皮なめし業者 2O 1 7 - 20 . 5 1

-

L
.

l fr at ell o 20 5 1- 2Cl lO 1

22 10 15 - 23 1 0 1 5

d
.

I 2 0 5 . 1-22 .1 0 .15

d d
-

D
-

輸 送 業 者 42 9 1 8- 45 . 9 .21

草 屋 26 . .

,

M D
. .

草 屋 32 . ll . 1- 35 .l l . 1

草 屋 35 . ll . 1- 38 .l l . 1

15 . L a c o z z o di F e o

I -- -
- I - I l 一 I- .- - .

- I

-
- I - -- - - - - ー J I - - I--

+ ー 一 一 一 I -

c a t o P r e t e

草 屋 38 .l l . 1 - 41 . 8 t
l

4 1 . 8 . 1- 4 8 . 8 . 1

草 屋 48 . 8 , 15 - 66 .
8 . 1 5

l 8 . S al vi d i s e r N e r o

til alchett o s op
r a la c ell a d ella c a s a di T r a c chi n oコ

p

賃 借 人 職 業 H 1 J

27 5 1- 51 1 1 1

5 5 7 1 - 59 7 1

4 3 1 1 1- 4 8 1 1 , 1

48 12 . 1 0
- 51 . 1 . 23

51 1 2 3
-51 . 1 . 23

54 1 .23- 54 , 9 .23

草 屋 26 8 1 -27 2 E
. 一
s a n z a f u nd a ch u z z o 1 2 6 .l l . 1-2 7 . 2 .

27 . 5 . 1 - 30 . 1 . 8

30 . 1 . 8
- 35 . 1 . 8

28 B a rt olo

表 2 Vi a T e r m a くT e r m e1 周 辺 の デ ル . ぺ -

ネ家所 有の 不 動産に おけ る貸借人

ポル ー ヤーン タ
.

マ りア

始り

臥 .
I 4 世 紀 の フ ィ レ ン ツ ェ くG . F a n elli

.
Fir e n z e a r ch I

.

te ttu r a e C I

.

tta
.
Fir e n z e ,

L 97 3 に よ るl

斜 線部 は, デ ル . ベ -

ネの 賃貸物件所在地 域

- 27
-




